
福井県消費生活センターに寄せられる相談は、約4割が高齢者の方からの相談と

なっています。消費者トラブルを未然に防止するためには、高齢者ご本人が気をつけ

るだけでなく、ご家族をはじめ、周囲の方々が高齢者を見守ることが重要です。次の

ような変化が見られた場合、消費者トラブルに巻き込まれている可能性があります。

消費生活センターへの相談を勧めてください。

ふくいの消費生活
気をつけよう！ 見守ろう！ 2025年秋号
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見守りの
ポイント

□宅配便や郵便物が頻繁に届いている

□見知らぬ業者がよく出入りしている

□明らかにお金に困っている様子が見られる

□ＡＴＭの前で電話をしている

□見慣れない商品や名刺、パンフレットがある

□古い着物や貴金属が出ている

□開けていない段ボール箱がたくさんある
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インターネット通販ではクーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約があれば、特約に従います。

返品不可といった特約がない場合は8日以内（商品を受け

取った日を含む）であれば返品できますが、返品費用は消費

者負担となります。

「初回お試し価格500円」という化粧品を、インターネット

ショップで購入したが、1か月後、また商品が届いた。それで定期

購入になっていると気付き、業者に解約したい旨の連絡をしたが、

「最終確認画面で、発送日の10日前までに申し出がないと解約

できないと記載している。すでに届いている商品の解約はでき

ない。」と言われた。2回目以降の商品価格は高額なため、早く

解約したい。

サイト内の「最終確認画面」に解約条件等の明記がある場合は、

その条件に従うことになります。しかし、解約条件等の明記がない

場合、ネット通販にはクーリング・オフ制度がないため、いったん

注文してしまうと、簡単に契約の解除はできないため注意が必要

です。また、解約の手続きを経ないまま受取拒否や返品をしても、

契約は継続されるので、再度、商品が届いたり、請求が続きます。

● 警察官や通信事業者などの身分を騙る“なりすまし（身分詐称）”

● 「無料サービス」として勧誘し、高額な契約をさせる“無料商法”

● 「点検に来た」と来往し、「工事しないと危険」と不安をあおり契約させる“点検商法”

● 日常生活でのトラブル（トイレの詰まり、鍵の修理等）に付け込んで多額の料金を請求する“レスキュー商法”

● 「すきま時間で簡単に儲かる」と勧誘し、高額なサポート契約をさせる“副業サイト”

ネット通販を
行う際の
注意点
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10月10日は
「転倒予防の日」

転倒事故の約半数が住み慣れた自宅で発生

しています。原因の多くは、家の中のちいさな

段差や階段などです。高齢者は若い人と比べ、

転んだ際に重症化しやすく、寝たきりになる

こともあります。

この注意事項、知っていますか!?

出典：『10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故

に注意しましょう！」（消費者庁）を加工して作成

カーペットラグで滑って
バランスを崩し転倒

■室内で…

脚立から転倒
またいでいた脚立から降りよう
と反転した際に転倒
三脚脚立が急に倒れて転倒

■高いところの物を取ろうと…

立ったままズボンを
はき替えようとしたところ、
バランスを崩し転倒

■着替え中に…

◆個人に合った適度な運動を続け、体

の機能低下を防ぎましょう。

◆寝起きや夜間のトイレなどで、ベッド

から起き上がるときや体勢を変える

ときは慎重にしましょう。

◆浴室や脱衣所には、滑り止めマット

を敷きましょう。

◆段差のあるところや階段、玄関には、

手すりや滑り止めを設置しましょう。

◆電源コードが通り道にこないよう

に、電気製品を置きましょう。

はしごの立て掛け角度は75度
大人の補助者が支えましょう

75度
浅い
角度

滑りやすい

不安定に！

製品安全センター

てんばん

天板



福井県消費生活センター 商品テスト業務のご紹介

県消費生活センターでは、

●苦情品の原因究明のためのテスト
●市販品の価格や表示、品質等を調査し、その結果を消費者に情報提供する「試買テスト」
●テスト機器を活用した“実習”と、消費トラブルについての知識を学ぶ“ミニ講義”を
　組合せた「実習型の消費者講座」
●団体等への簡易テスト機器の貸出し

商品に関する苦情・相談や、講座の申込み、機器の貸出しについて、お気軽にお問合せください。

を行っています。

９種類の減塩食品（「減塩」などをうたう食品）

計１０銘柄について、同じメーカーの通常品

（「減塩」などをうたっていないもの）計９銘柄

と比較しました。

※しょうゆは、「塩分２５％カット」をうたう商品と「塩分

４０％カット」をうたう商品の２銘柄がありました。

●表示内容を調べたところ、「塩分○％カット」など、低減された旨を相対表示する「栄養強調

表示」については、2品目（ちくわ、ロースハム）は「日本食品標準成分表」の同品目の食品と

比較しており、残り7品目は自社の通常品と比較していました。

●モニターによる相対試食評価（通常品に対して、減塩食品を喫食した時にどう感じるか）では、

全品目で、半数以上のモニターから「減塩食品でも十分である」との評価が得られました。

●「塩分○％カット」など、低減された旨を相対表示する「栄養強調表示」は、比較対象食品が

銘柄によって異なるため、商品選択時に、表示内容をよく確認することが重要です。

●消費者庁の栄養成分表示の活用のための啓発資料「減塩社会への道」には、食塩摂取量を

減らすポイントとして、「ふだんよく食べる食品からの食塩摂取量を減らす」、「調味料からの

食塩摂取量を減らす」などと記載されています。

詳しくはホームページに
掲載していますので、
ぜひご覧ください。
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①ちくわ 1銘柄 1銘柄
②ロースハム 1銘柄 1銘柄
③生みそ 1銘柄 1銘柄
④しょうゆ 1銘柄 2銘柄※

⑤インスタントみそ汁 1銘柄 1銘柄
⑥だしの素 1銘柄 1銘柄
⑦コンソメスープ 1銘柄 1銘柄
⑧鶏がらスープ 1銘柄 1銘柄
⑨塩こんぶ 1銘柄 1銘柄

（参考）  消費者庁の啓発資料
 「減塩社会への道」

県消費生活センター
「令和６年度試買テストの
結果がまとまりました」
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これからの季節、反射材で事故防止！！

はぴコインが当たる！？クイズで交通事故防止

県では、交通事故防止に役立つクイズを実施しています。

クイズは毎月テーマが変わり、クイズに回答して頂いた方の中から、

抽選で毎月30名の方にはぴコイン500円分をプレゼントしております。

皆さま、ぜひ、ご参加ください。

　令和6年の交通事故死者は23人で、その4割以上に当たる10人が自転車

乗用中や歩行中の高齢交通弱者です。また、夜間歩行中に交通事故で亡く

なられた全員が反射材非着用でした。

　反射材は、暗い道でも、ドライバーに自分の存在を早めに知らせることが

でき、交通事故防止にとても効果的です。

　反射材には、手軽に身

に着けることができる反

射シールやキーホルダー

など様々な種類のものが

あります。

　日没時間が早まってい

くこの時期、反射材を着

用して交通事故を防止し

ましょう。

「高齢ドライバーの交通安全」

「高齢歩行者・自転車利用者の

交通安全」
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○地産地消の推進
○地元の食材を使用した
　6次産業化 など

○アップサイクル製品の制作
○授産製品の販売
 「くまの隠れ家」など

○規格外の果物の使用
○地元の甘エビの殻を
　使ったスイーツの開発

今年度ご登録いただいた事業者

ＰＩＣＫ ＵＰ 企業

人や社会・地域・環境に配慮した
「エシカル消費」を広めるための応援団です！
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お申込み受付中！

スキマ時間に学べる「くらしのオンデマンド講座」で、新しい知識と実践スキルを楽しく身につけませんか？

各講座、１５分程度の短い動画が４～５項目で構成されています。９月～１２月の間、いつでも視聴可能です。

＊「くらしのオンデマンド講座」にお申込みの方から抽選で10名様にエシカルな商品をプレゼント！
※ご当選者様には、商品の発送に必要な個人情報をお伺いする場合がございます。

変化の時代を自分らしく、心豊かに生きるためのヒントを見つける講座です。どの講座も自由に

ご参加できます。受講方法は、会場・オンラインが選べます。 

公益社団法人ふくい・くらしの研究所［TEL］0776-52-0626
※上記セミナー・講座は福井県が公益社団法人ふくい・くらしの研究所に委託して実施しています。

福井県民生協本部センター（福井市開発5-1603）

Zoomによるリアルタイム配信

お申込みは、くらなびHP（二次元コード）から
会場でご受講の場合、お電話(0776-52-0626)でも承ります。

各回50名（先着順） 各日程の3日前

9月27日(土)10：00～11：30タイパ時代の健康づくりと食選び

仁愛大学 人間生活学部

教授 鳴瀬 碧 氏

日時

時間効率を意識した健康づくり。食事を基本に、話題の

食品やサプリと賢く付き合うヒントをお伝えします。

10月11日(土)10：00～11：30どうなる?物価と暮らし 今から始める将来への備え

暮らしのマネープラン相談センター福井

堂埜 聖 氏

日時

物価高騰の原因から、暮らしを守る具体的なアクション

を考えます。お金との付き合い方を見直しましょう。

11月8日(土)10：00～11：30不安を安心に変える 住まいの終活

住まいの消費者教育研究所 

代表 菊池 浩史 氏

日時

住まいの終活は、ご自身の安心と、家族を想う大切な

準備です。早めの準備で、将来のトラブルを防ぎましょう。

くらなびHP
から▶▶▶▶

ふくいエシカルマルシェ

in西武福井店

11月1日～16日

【事業者向け】

無印良品に学ぶ！

ふくい

エシカル

セミナー

10月22日

ふくいエシカル

やってみよう

キャンペーン

開始！！

10月1日

～令和8年1月31日

エシカル
イベント
エシカル
イベント

意外と知らない終活のモロモロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【配信期間】  9月～12月

ネット社会に潜む犯罪にあわないために・・・・【配信期間】 10月～12月

契約のキホンとトラブル対処法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【配信期間】 11月～12月

プロから学ぶお金の知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【配信期間】 12月

参加費無料



消費に関する安全安心の
情報を発信しています。
ぜひ、フォローしてくだ
さい。

安全安心ふくい
X(エックス)

発　行

福井県防災安全部県民安全課

福井県消費生活センター
〒910－0858 福井市手寄１丁目４－１（AOSSA７階）

0776－22－8190

0776－22－1102

福井県嶺南消費生活センター
〒917－0069 小浜市小浜白鬚112（白鬚業務棟３階）

0770－52－7831

0770－52－7830

消費者ホットライン

発行日／令和7年9月

※事前に申込みが必要です。申込受付は、県・県嶺南消費生活センターまでご連絡ください。
市町の相談窓口で開催の場合は、その開催市町でも予約できます。

※事前に申込みが必要です。申込受付は、県・県嶺南消費生活センターまでご連絡ください。
市町の相談窓口で開催の場合は、その開催市町でも予約できます。

❶スマートフォンでカメラを起動します。
❷カメラをＱＲコードにかざし、読み取りたいＱＲコードをタップします。
❸表示された通知（ＵＲＬ）をタップすると、アンケートのページへ移動できます。

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


